
独立行政法人都市再生機構の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成21年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

理事長

副理事長

理事長代理

理事

監事

２　役員の報酬等の支給状況

平成21年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

20,843 13,561 5,596
1,641

45
（特別地域手当）

（通勤手当）
千円 千円 千円 千円

18,313 11,736 4,803
1,408

366
（特別地域手当）

（通勤手当）
千円 千円 千円 千円

5,754 3,170 2,161
380
43

（特別地域手当）

（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

5,829 3,170 2,161
380
26
92

（特別地域手当）

（通勤手当）
（単身赴任手当）

千円 千円 千円 千円

16,900 10,909 4,386
1,309

296
（特別地域手当）

（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

17,229 10,909 4,433
1,446

277
164

（特別地域手当）

（通勤手当）
（単身赴任手当）

千円 千円 千円 千円

15,749 10,152 4,154
1,218

225
（特別地域手当）

（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

5,173 2,872 1,957
344

0
（特別地域手当）

（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

10,487 7,279 2,201
873
134

（特別地域手当）

（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

10,542 7,279 2,201
873
189

（特別地域手当）

（通勤手当）
◇

＊

＊

◇

7月13日

※

※

＊

7月14日

7月14日

＊

7月13日

7月13日

＊

役名
その他（内容）

理事長
代理A

理事長
代理B

副理事
長
Ａ

理事長
代理C

理事長
代理D

理事Ｃ

前職
就任・退任の状況

理事長
Ａ

理事Ｂ

理事Ａ

理事Ｄ

　特別手当については、独立行政法人都市再生機構役員給与規程第10条により、独立行政
法人評価委員会が行う業務運営評価の結果を勘案の上、その者の職務実績に応じ、100分の
10の範囲内で理事長がこれを増減することができることとしています。
　※「｛（本給＋特別地域手当）＋本給×２５／１００＋（本給＋特別地域手当）×２０／１００｝×
 　　一般職給与法に定める支給割合」により算出した額の１０／１００の範囲内で増減可

　役員給与については、平成18年度に国家公務員の給与構造改革に準じて、①本給
月額を約６．７％引き下げ、②従来の特別調整手当（１０％）を廃止し、特別地域手当を
創設しました。
　また、平成21年度においては、国の改定状況を参考として、①本給月額を平均約０．
３％引き下げ、②特別手当についても０．２５月（３．３５月→３．１０月）の引下げを行いま
した。



千円 千円 千円 千円

15,663 10,152 4,154
1,218

139
（特別地域手当）

（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

9,722 7,279 1,322
873
248

（特別地域手当）

（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

15,656 9,877 4,002
1,330

119
328

（特別地域手当）

（通勤手当）
（単身赴任手当）

千円 千円 千円 千円

14,268 9,184 3,759
1,102

223
（特別地域手当）

（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

4,706 2,597 1,770
311
28

（特別地域手当）

（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

8,916 6,586 1,197
790
159
184

（特別地域手当）

（通勤手当）
（単身赴任手当）

千円 千円 千円 千円

8,784 6,586 1,197
790
211

（特別地域手当）

（通勤手当）

注１：「特別地域手当」とは、国における地域手当（民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に
　　　勤務する職員に支給される手当）に準じて支給されているものです。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付しています。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

３　役員の退職手当の支給状況（平成21年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

6,601 5 0 7月13日 1.0

千円 年 月

4,166 3 2 7月13日 1.0

千円 年 月

6,352 5 0 7月13日 1.0

千円 年 月

1,244 1 1 7月13日 1.0

注１：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付しています。
　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。
注２：平成20年度中に退職した役員に関しては、平成21年度において特段の精算は生じていません。

＊

※

「業績勘案率」につい
ては、暫定的な率
（1.0）を適用している
ものであり、独立行政
法人評価委員会が平
成21年度業績評価後
に決定する「業績勘
案率」により確定す
る。

※

※

＊7月14日

※

※

※

＊

＊

7月13日

7月14日

7月14日

法人での在職期間

理事B

監事B

理事長
代理A

理事長
代理B

監事Ａ

監事Ｄ

監事Ｃ

摘　　要

監事Ｂ

理事Ｅ

理事Ｆ

理事Ｇ



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成21年度における給与制度の主な改正点

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

3,288 45.1 8,353 6,196 236 2,157
人 歳 千円 千円 千円 千円

3,288 45.1 8,353 6,196 236 2,157

人 歳 千円 千円 千円 千円

31 62.1 3,996 3,402 287 594
人 歳 千円 千円 千円 千円

31 62.1 3,996 3,402 287 594

注１：該当者がいない区分（在外職員、任期付職員、非常勤職員）については省略しています。
注２：常勤職員及び再任用職員の区分のうち、該当者がいない区分（研究職種、医療職種、教育職種）
　　　 については省略しています。

区分

常勤職員

うち所定内人員

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

本給

制度の内容

特別手当

前年度の人事評価結果に基づき、昇給額を決定する。

特別手当の支給算式を基礎的支給部分と勤務成績反映部分とに分け、前年
度の人事評価結果に基づき、勤務成績反映部分の支給月数を決定する。

事務・技術

再任用職員

事務・技術

うち賞与平均年齢
平成21年度の年間給与額（平均）

総額

　本給及び諸手当について、国の改定状況を参考として、平成19年度に実施した給与構造改革後の給
与体系を維持することを基本としつつ、平均0.22％引き下げました。（新築又は購入の日から起算して５
年間に限り支給されていた、自宅等に係る住居手当（月額2,500円）については、廃止）
　また、特別手当についても国の期末・勤勉手当の支給月数を参考に、年間△0.35月の支給月数の引
下げを行いました。（年間4.5月→4.15月）
　（給与構造改革の実施内容（概要））
　・本給水準を平均4.8％引き下げ、職務職責に応じた給与体系に見直した。
　・４年間本給額の昇給を１号抑制することとした。
　・本給水準の引下げ分を原資として、地域間調整手当を新設し、給与の地域間配分を見直した。

　通則法第63条第1項に、職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない
と定められており、この規定の趣旨を踏まえ、当機構においては、①人事評価において目標管理的手
法を導入するとともに評価基準を見直し、②人事評価の結果を昇給及び特別手当に反映させることと
しています。
　なお、平成17年度から人事評価制度を本実施しているところであり、その結果を翌年度の給与に反
映させています。

　通則法第63条第3項に、職員の給与は、法人の業務実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合
したものとなるよう定められなければならないとされています。また、給与改定にあたっては、国家公務
員の給与水準を十分考慮して適正な給与水準とするよう政府要請（平成21年8月25日閣議決定）を受
けています。
　当機構の業績評価については、機構が設立された平成16年度以降の毎年度について、「順調」と評
価されていますが、職員給与について法人の業績による特段の加減は行っていません。

　独立行政法人通則法（以下「通則法」といいます。）第30条第1項の規定において、国土交通大臣が
定めた平成21年4月1日から平成26年3月31日までの期間における中期目標に基づき、この目標を達
成するための計画（以下「中期計画」といいます。）を当機構が作成し、国土交通大臣の認可を受けな
ければならないと定められています。この中期計画においては、平成18年度から５年間で人員につい
て５％以上の削減を行うことに加え、平成20年度末の4,000人体制から中期目標期間の最終年度末
（平成25年度末）までに、常勤職員数をさらに２割削減するという人員削減目標を達成することとして
います。



②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

77 51.3 10,818 11,063 11,480

74 32.4 5,025 5,291 5,560

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

標準的 チーム員 チーム員 チーム員 チーム員 チーム員 ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 部長
な職位 相当 相当 相当 相当 相当 相当 相当 相当

人 人 人 人 人 人 人 人 人

3,288 0 91 359 1,137 924 499 212 66
（割合） （0.0%） （2.8%） （10.9%） （34.6%） （28.1%） （15.2%） （6.4%） （2.0%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

４４～２４ ５７～２８ ５９～３３ ５９～４０ ５９～４２ ５９～４０ ５９～５０

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,981～
2,585

6,256～
3,076

7,206～
3,935

7,808～
4,720

8,867～
5,963

9,691～
6,951

10,306～
8,518

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

5,261～
3,472

8,390～
4,130

9,778～
5,525

10,491～
6,478

11,676～
8,306

12,714～
9,527

14,311～
11,761

年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤ま
で同じ。〕

平均平均年齢人員
分布状況を示すグ

ループ

年齢（最高
～最低）

年間給与
額(最高～

最低)

代表的職位

　 本社チームリーダー

　 本社チーム員

注：本法人には本部課長相当職が置かれていないため、原則として「本部課長」を掲げるところ、代わりに「本社チーム
　 リーダー」を、同様に本部係員を掲げるところ、代わりに「本社チーム員」をそれぞれ代表的職位として掲げました。

 職級別在職状況等（平成22年４月１日現在）（事務・技術職員）

人員

所定内給
与年額(最
高～最低)

③
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平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）
人千円



夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

56.3 56.3 56.3
％ ％ ％

査定支給分（勤
勉相当）（平均） 43.7 43.7 43.7

％ ％ ％

         最高～最低 47.6～38.5 47.2～31.4 47.2～37.6

％ ％ ％

64.1 67.8 66.1
％ ％ ％

査定支給分（勤
勉相当）（平均） 35.9 32.2 33.9

％ ％ ％

         最高～最低 38.7～32.1 34.8～28.5 36.7～30.2

⑤

118.5

111.5

すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 １１４．９

参考 学歴勘案　　　　　　 １１５．１

地域・学歴勘案　　　１１３．０

対国家公務員（行政職（一））

対他法人（事務・技術職員）

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出しています。

１　経緯
　　機構は、公的機関であることから国の給与水準を参考としているもの
　の、民間の事業によく似た事業を行っていることから、公団としての設
　立当初、同種の事業を実施している民間の給与水準を参考に国家
　公務員より高めの設定がなされ、また、国家公務員とは異なり労働三
　権が保障された法人であることから、国から自主交渉財源が別途付与
　され、その範囲内で労使交渉を経て給与改定を実施してきた経緯が
　あります。

指数の状況

一律支給分（期末相当）

対国家公務員　　１１８．５

一般
職員

一律支給分（期末相当）

内容

④

２　定量的な要因
　　国との差については、
　①　勤務地による差（国は全国広範囲に所在、機構は主に都市部に
　　所在）
　　［地域手当４級地以上の支給地に勤務する職員の割合：
　　　国52%、機構89%］
　②　学歴構成による差
　　［大卒以上の者の割合：国50%、機構80%］
　　（うち、大学院修了者の割合：国4%、機構18%）
　→上記①、②の地域・学歴の違いを総合的に調整すると、
　　 実質的な対国家公務員指数は１１３．０となります。

賞与（平成21年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

区分

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員)

項目

管理
職員



　給与水準の適切
性の検証

【国からの財政支出について】
　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合4.6％
　（国からの財政支出額1,141億円、支出予算の総額2兆4,731億円
　　（平成21年度予算））

　　なお、国からの財政支出の内容は、
　　①民間投資の誘発、都市の防災性の向上など民間では実施の難し
　　　 い事業の遂行のために受け入れた「出資金」
　　②住宅政策の要請や、安全で快適な街づくりといった政策目的を達
　　　 成するため、国の補助要綱に基づき交付された「国庫補助金」
　　③良質な賃貸住宅を適正な家賃で供給するために高金利時にお
 　　　いて、一定の利率を上回る資金調達について国から支払われて
　　　 いた「交付金・補給金」
　等、国の政策目的を達成するために支出されるものであり、当機構の
　組織運営のためのものではありません。

【検証結果】
　　下記のとおり給与水準の適正化について引き続き措置を講じてい
　きます。

【支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合】
　1.3％（平成21年度）

　（※「給与、報酬等支給総額：31,947百万円」／「支出予算の総額：
　　　 2兆4,731億円」）

　国に比べて給与
水準が高くなってい
る定量的な理由

３　人材確保の必要性
　　更に、当機構は都市再生等の事業の実施機関であり、都市再生等
　の業務を適切かつ円滑に推進するためには、密集市街地整備や区
　画整理等の事業手法、あるいは関連法令等に関する専門的な知識
　が求められるなど、専門性の高い優れた人材を継続的に確保し定着
　させていく必要性があることを考慮する必要があります。

　※主な資格の取得者数（平成22年１月現在）
　　・技術士　約130名　　　　　　　 ・土木施工管理技士（１級） 約280名
　　・不動産鑑定士（補）　約20名  ・宅地建物取引主任者　約950名
　　・１級建築士　約420名　　　　   ・再開発プランナー　約150名
　　・２級建築士　約120名　　　　   ・マンション管理士　約160名

　　また、上記要因以外にも、
　③　扶養手当（国家公務員と比較して支給対象者の割合が高い。）
　　［受給者割合：国57%、機構68%］
　④　管理職に係る役職手当（中期計画に定める職員数削減のため職
　　員の新規採用を抑制してきたこと、及び地元地権者等との対外的折
　　衝を担う現地事務所が多く、責任を持って折衝を行う必要から当該
　　事務所に管理職を配置する必要があるという業務上の特殊性があ
　　ることから、国家公務員と比較して支給割合が高くなる。）
　　［受給者割合：国17%、機構23%］
　　このような手当の支給比率の違いも給与水準に一定の影響があるも
　のと考えています。
　※注：上記①～④の国における割合は、「平成21年国家公務員給与
　　　　　等実態調査」行政職（一）より算出

【累積欠損額について】
　累積欠損額3,929億円（平成20年度決算）

　　なお、累積欠損額については、機構設立時（H16.7）は7,288億円
　でしたが、平成17年７月に経営改善計画を策定し、①キャッシュフ
　ローの改善、②バランスシートの改善、③組織のリストラの３つの改善
　策を柱としてこれを着実に実施してきたところです。
　　これによって、第１期中期計画期間（H16.7～H21.3）中の1,900億
　円の削減目標については平成18年度末に既に達成しているところ
　であり、平成21年度以降も引き続き削減に努めているところです。

４　上記のように、当機構の給与水準については、過去からの経緯や、
　勤務地、学歴等の定量的な要因等のほか、事業を的確に実施してい
　くために優れた人材を継続的に確保する必要があり、一定数の資格
　保有者が必要である、といった国との相違を踏まえると、結果として
　対国家公務員指数について国を上回る水準となっています。
　　なお、現在、現地業務等のアウトソーシングを進めつつ常勤職員数
　の計画的削減に取り組んでいるところであり、その結果、企画・立案
　等の業務に従事する者の割合が年々高くなる傾向にあります。



【検証結果】
　　下記のとおり給与水準の適正化について引き続き措置を講じてい
　きます。

１　当機構においては、国の給与構造改革に準じて平成19年度より給
　与構造改革を実施し、概ね５年間で本給水準を4.8%引き下げるとと
　もに、
　①昇給額について最大約４割の縮減を実施
　②特に全職員の３／４を占める非管理職層（国に対して相対的に高
　　 い部分）について国を上回る大幅な引下げの実施
　③全職員について昇給を１号給抑制する措置を４年間にわたって実
　　 施（H19.4～H23.3）
　などの改革を行いました。この改革を通じて、年功的な給与上昇を抑
　制するとともに、より職務・職責に応じた給与体系に転換しました。

講ずる措置

２　これらにより、平成22年度の年齢・地域・学歴を勘案した実質的な対
　国家公務員指数は114程度になるものと見込まれます。
　（なお、年齢のみを勘案した同指数は118程度になるものと見込まれま
　 す。）

　　更に、平成21年度においては、国の改定状況を参考とし、本給等を
　平均0.22％引き下げました。特に若年層の本給については、国との
　給与体系の差異を考慮し、国を上回る引下げを行うとともに、諸手当
　については、自宅に係る住居手当を廃止しました。
　　また、特別手当についても国の期末・勤勉手当の支給月数を参考
　に、年間△0.35月の支給月数の引下げを行いました。（年間4.5月→
　4.15月）
　　このほか、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会からの指
　摘を踏まえ、危険手当の一部について廃止しました。
　　今後も年功的な給与上昇の抑制、職務・職責に応じた新たな給与
　体系の継続的な運用を進めるとともに、業務の見直しとあわせて組織
　のスリム化を進め、管理職数を削減すること等により、給与水準の適
　正化を図ることとしています。



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成21年

度）

前年度
（平成20年

度）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

総人件費について参考となる事項

959,268

-

779,232 180,036

4,374,215

非常勤役職員等給
与

区　　分

福利厚生費

最広義人件費
-

5,859,850 6,229,067

（　　　　　）

- （　　　　　）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

▲ 369,217 （△ 5.9）

43,140,622 41,580,394 1,560,228 （3.8）

（　　　　　）2,598,254 （68.4）

（　　　　　）（23.1） -

1,775,961

（△ 0.1）▲ 26,552 （　　　　　）

退職手当支給額

給与、報酬等支給
総額

31,947,289

中期目標期間開始時（平
成21年度）からの増△減

31,973,841

比較増△減

-

２　行革推進法、「行政改革の重要方針」（Ｈ17.12.24閣議決定）による人件費削減の取組の状況
　①　中期目標に示された人件費削減の取組に関する事項
　　　 「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）を踏まえ、業務運営の効率化により、計画
　　的に人員の抑制を図り、平成18年度からの５年間において国家公務員に準じた人件費削減の取組み
　　を行うこととし、第1期中期目標期間においては、その最終年度（平成20年度）までに常勤職員を4,000
　　人以下に削減することとされ、平成20年度末にはこれを達成したところです。
　　　 現中期目標期間においては、その最終年度末（平成25年度末）までに常勤職員をさらに２割削減す
　　ることとされています。
　　 　また、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを進めることとされています。

　②　中期計画において設定した削減目標、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しの方針
　　　 平成18年度から５年間で人員について５％以上の削減を行い、第１期中期目標期間においては、そ
　　の最終年度（平成20年度）までに常勤職員数を4,000人とする人員削減目標を掲げ、平成20年度末に
　　はこれを達成したところです。
　　　 現中期目標期間においては、その最終年度（平成25年度）までに常勤職員数をさらに２割削減する
　　という人員削減目標を達成することとしています。
　　　 また、国家公務員の給与構造改革を踏まえて、役職員の給与について、引き続き必要な見直しを進
　　めることとしています。

　③　人員削減の場合の取組みの進捗状況
　　　 人件費の削減については「特殊法人等整理合理化計画」閣議決定時（平成13年度）から、職員数の
　　大幅な削減により取り組んでいるところです。具体的には、平成14年度（当初）の旧都市基盤整備公団
　　と旧地域振興整備公団地方都市開発整備部門を合わせた職員数約5,000人を、機構設立５年後である
　　平成20年度末までに、約２割にあたる約1,000人の大幅減とするよう、計画的に削減することとし、第１期
　　中期計画（平成16年７月から平成20年度末まで）においては、特殊法人最終年度（平成15年度）にお
　　ける旧都市公団と旧地域公団を合わせた職員数約4,700人を平成20年度末までに4,000人以下の体制
　　とする人員削減目標を掲げ、これを達成したところです。
　　 　以上のことから、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）等において定められた総人
　　件費改革（平成18年度から平成22年度までの5年間で５％の人員又は人件費の削減）の取組みの進捗
　　状況については、平成21年度末で目標の５％を上回る削減率となっています。

１　前年度からの増減理由
　　本給の引下げ改定等により、「給与、報酬等支給総額」では対前年度比▲0.1％となっていますが、
 退職者数の増加に伴う退職手当支給額の増加等により、「最広義人件費」では対前年度比＋3.8％と
 なっています。



基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

4,326 4,166 4,062 4,006 3,929

△3.7% △6.1% △7.4% △9.2%

　注）上記人員数には、役員数を含みます。

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし。

人員数
（人）

人員純減率
（％）

　　　　　　　総人件費改革の取組状況

年　　　度

３　その他
　　 当機構移行に当たり、その中期計画において一般管理費（退職手当を除く人件費を含む。）の削減に
　ついて▲15％削減する目標としていましたが、繰越欠損金を着実に減少させ、財務基盤の強化を図るた
　め、経営改善に向けた取組みをより一層推進することとし、平成17年７月１日の第１期中期計画（16年７
　月～21年３月）の変更において、削減目標を▲20％に引き上げ、平成20年度末にこれを達成したところ
　です。
　　 また、目標管理的手法を取り入れた人事評価制度や、それと連携した各種研修により職員個々の意識
　と能力の向上を図りつつ、業務の重点化と効率化を徹底することとしています。


